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別図-2　　「旭川流域委員会及び準備会」スケジュール（案）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｈ１６．１１現在）

分流部に関する分科会

植生管理に関する分科会

旭川市内(中島町地区等)に関す
る分科会

旭川流域委員会準備会
(休止)

約２年間休止し、整備
方針の策定状況を見て
再開する
・推薦・公募の見直し

旭川流域懇談会（H15.3設置）

分科会に反映

移行

意見
反映

旭川流域懇談会
(第１回設立)H15.3.11
(第２回)　　H15.7.24
(第３回)　　H16.2. 5

二の荒手調査委員会(H3.3開会～H13.11閉会)

旭川（分流部）水理検討委員会
(H10.1開会～H15.1閉会)

河川整備基

本方針検討

河川整備計

画検討

平
成

１
３
～

１
４

年
度

平
成
１
５
～
１
６
年
度

旭川流域委員会準備会

(第１回)H14.2.22

(第２回)H14.6.17

(第３回)H14.12.9

百間川河口水門周辺有効活用方策検討
協議会(第1回H13.5　第2回H13.7
　　　　WG　H15.2　第3回H15.10)

旭川植生管理方針検討会
(第1回H14.12　第2回H15.3　第3回H15.9
　第4回H16.1）

百間川分流部周辺有効活用方策検討協議会
(第１回H15.12)

平
成
１
７
年
度

旭川水系河川
整備基本方針
策定
(H17度末目途)

社会資本整備
審議会(意見)

旭川河川整備
計画(原案)作
成

旭川流域委員会の設置
(H18.4目途)
３か月に１回程度開催
整備計画策定までに５
～６回開催

平
成
１
９
年

度
平

成
１

８
年

度

旭川河川整備
計画(案)作成

公聴会の開催等による
住民意見の反映

知事・市町村長(意見)
旭川河川整備
計画策定
(H19度中)



 

旭川流域懇談会の役割 
 定例懇談会の開催（年 3回程度） 
 各種委員会等の情報の共有化 
 シンポジウム、現地見学会等の開催 
 懇談会活動により得られた情報・意見のとりまとめ  

知事・市町村（意見） 

公聴会の開催
住民意見の反映 

河川整備の実施 河川事業の評価・監視をする会 意見提案 
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図－1  旭川流域懇談会の活動（情報の共有化）のイメージ図【修正案】         （平成 16 年 11 月更新） 
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旭川の特徴 

▶ 人々の生活と旭川 
▶ 自然・歴史・文化・風土 
▶ 治水・利水・環境の歴史 

 
旭川河川整備計画の内容 

 
河川整備をするための前提 

▶ 流域の暮らしと自然を守る基準 
▶ 河川敷の区分の設定 
▶ 水面区分・水際区分の設定 

 

治 水     利 水 環境の整備 維 持 管 理 

1.治水の目標 

2.具体的な治水対策 

 ①河川断面の確保対策 

 ②堤防等の安全性向上対策 

 ③総合的な治水対策 

 ④広域防災対策 

    1.利水の目標

  ⑤歴史文化関連対策 

1.環境の目標 

2.具体的な環境対策 

 ①生態系保全回復関連対策 

 ②水環境関連対策 

 ③人と川のふれあい関連対策 

 ④福祉関連対策 

 

 
 ⑥情報システムの維持管理 

1.維持管理の目標 

2.洪水、高潮等の災害に関する具体的な維持の対策 

 ①国土保全管理情報の収集・提供システムの維持管理 

 ②河川の形状機能 

 ③河川管理施設の機能 

 ④洪水、高潮対策の体制維持 

 ⑤広域防災機能 

3.河川の利用と流水の機能維持に関する具体的な対策 

 ①流水機能 

 ②渇水調整体制 

 ③秩序ある利用形態 

 ④河川美化体制 

 ⑤人と川のふれあい機能 

 ⑥福祉関連施設の機能 

 ⑦河川環境モニター機能 

 ⑧河川環境 

 ⑨河川景観 

 ⑩旭川の文化育成機能 

 ⑪住民等との協働システム 

   

     

 
参考資料：「多摩川水系河川整備計画読本」 

参考  河川整備計画の体系イメージ図（多摩川水系河川整備計画） 



  

  平成 16 年 11 月 26 日「第 4 回旭川流域懇談会で提示」 

 
 
河川整備基本方針・河川整備計画  

 河川整備基本方針、河川整備計画について 

 一級水系の河川整備基本方針策定状況  一級(大臣管理区間)河川整備計画策定状況 

 
 
 基本方針策定状況 

(H16.11.9 現在) 

策定状況 水系数

完  了 27 

審 議 中 
2 

高瀬川 
子吉川 

計 

 
29 

(全 109 水系) 

 
 
 

注.：   前回から追加された水系 

河川整備計画
  策定完了：11 水系 



旭川の利水の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岡山河川事務所事業概要パンフ 



                                                                           

 
 表－１  旭川水系の水利用量の現状 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

件数 取水量 件数 面積

（m3/s） （m3/s） （m3/s） （人口） （m3/s） （m3/s） （ha） （m3/s） （ha） （m3/s） （m3/s）
5 2.4010 634,524 6 3.1353 2 18.44700 3,207 1 1 0.070 1 166 1 0.09 24.1433

※1

12 197.938 54.471 2 0.1251 10,625 1 0.1110 2 2.17800 1,032 1,676 1,068 29.701 1,658 6,066 14 0.24557 230.2987
※2

12 197.938 54.471 7 2.5261 645,149 7 3.2463 4 20.625 4,239 1,677 1,069 29.771 1,659 6,232 15 0.33557 254.4420計

指定区間

指定区間
外区間

最　大
取水量件数

最　大
取水量

灌漑
面積

届出
件数

灌漑面積最大取水量

鉱工業用水 灌　　漑　　用　　水 雑　用　水

給水人口 件数
最　大
取水量

許可 慣行
件数

合計区間名

発　　電 上　水　道

件数
最　大
取水量

常　　時
使用水量

件数
最　大
取水量

 
 

旭川水系の水利用現状
（水系全体）

雑用水

0.13%

鉱工業

用水

1.28%
灌漑用水

(許可)

8.11%

灌漑用水

(慣行)

11.70%

発電

77.79%

上水道

0.99%

全水量＝254.4420m3/s

旭川水系の水利用現状
（指定区間外区間）

発電

0.00%

雑用水

0.37%

上水道

9.94%

鉱工業

用水

12.99%

灌漑用水

(許可)

76.41%

灌漑用水

(慣行)

0.29%

指定区間外区間水量＝24.1433m3/s

 旭川水系の水利用現状
（指定区間）

上水道

0.05%

発電

85.95%

灌漑用水

(慣行)

12.90%

雑用水

0.11%

灌漑用水

(許可)

0.95%

鉱工業

用水

0.05%

指定区間水量＝230.2987m3/s

 
 
 
 
 
 
 

（指定区間外区間＝直轄管理区間） 



 
 
表－2     岡山３川の水利用率(直轄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

データは国土交通省所有資料を利用 

注.高梁川では、河口域（感潮区間）で川崎製鉄

工業用水（21.8m3/s）、水島共同火力工業用水

（23.0m3/s）の取水が有るが、海水も利用するた

め、上記使用水量からは除いている。 

上水道

工業用水
農業用水

計
①/365日/86400

上水道
工業用水
農業用水

計
地点

流域面積（km
2
)

（平成5年～14年の
10ヵ年平均値）
④/365/86400

上水道

工業用水

農業用水

計

水系

同上　比流量（m3/s/100km2)

⑤水利用率(%）
①/④×100％

日平均流量（m3/s)

①年間使用水量

（百万ｍ3/年）
（Ｈ１５年度水利権ベー

ス）

②日平均使用水量（m3/s）

③使用水量比率（％）

④年間総流出量

　（百万ｍ
3
/年）

 

管理区間対象) 

吉井川 旭川 高梁川

   38.610    75.718   149.228

   29.574    98.875   286.662
  260.163   295.069   364.969
  328.347   469.661   800.860
   10.412    14.893    25.395
 11.8%  16.1%  18.6%
  9.0%  21.1%  35.8%
 79.2%  62.8%  45.6%
100.0% 100.0% 100.0%
津瀬 牧山 日羽

1,675.1 1,588.0 1,985.8

1,978.2 1,689.7 1,984.5

62.73 53.58 62.93

3.74 3.37 3.17

2.0% 4.5% 7.5%

1.5% 5.9% 14.4%

13.2% 17.5% 18.4%

16.6% 27.8% 40.4%

河川水の水利用率は、 
【年間の総使用水量】 
【年間の総流出量】 
で表わした。 
 
なお、使用水量は実績取水量で
はなく、水利権量を用いた。 

取水

農

水

河川別の使用水量比率グラフ 

量比率 ； 吉井川

工業用水

9.0%上水道

11.8%

業用水

79.2%

取水量比率 ； 旭川

工業用水

21.1%

上水道

16.1%

農業用水

62.8%

梁川

6%

利用率 ； 吉井川
上水道

2.0%
工業用水

1.5%

農業用水

13.2%

海に流出

83.4%

水利用率 ； 旭川

工業用水

5.9%

上水道

4.5%

農業用水

17.5%

海に流出

72.2%

河川別の水利用率グラフ 

水利用率 ； 高梁川

農業用水

18.4%

上水道

7.5%

工業用水

14.5%

海に流出

59.6%

取水量比率 ； 高

農業用水

45.6%

上水道

18.

工業用水

35.8%



 

  中国整備局
渇水対策本部
設置期間 

取水

１ 
昭和 53 年 9
月 7日～10月
2 日 

太田川
・芦田

２ 
昭和 57 年 7
月 3 日～7 月
19 日 

太田川
・芦田

３ 
昭和 59 年 11
月 13 日～12
月 6 日 

太田川

４ 
平成 3 年 11
月 25 日～12
月 16 日 

太田川

５ 
平成 4年 6月
30日～7月 21
日 

太田川

６ 
平成 6年 7月
14 日～7 年 5
月 11 日 

芦田
川・旭
瀬川・

７ 
平成 14 年 11
月 25 日～15
年 2 月 26 日 

芦田川

資料：「渇水記録 中国地方整備

  ：2 級水系は除く。 

 表-3  過去の中国地方
制限実施河川名
（1級水系） 

・小瀬川 
川・佐波川 

・小瀬川 
川・吉井川 

 

 

 

川・太田川高梁
川・佐波川・小
吉井川 

・高梁川・旭川

局」各年度版より

における主な渇水 

資料：「平成６年 中国地方の

 

渇水（中国地方整備局）パンフより 



表－4 平成 6年渇水での取水制限状況 
水系名

平成 6 年  
7 月  

 9 月  10 月  11 月  12 月  1 月  2 月  3 月  4 月  5 月  

目野川  8/4 日野川工事支部設置 (9/8 支部解散 )        

斐伊川 7/18 出雲工事支部設置  (9/5 支部解散 )○飯梨川 7/20～取水制限 (最大上水・工水 20%、農水 22%→ 9/5 全面解除 )   

江の川
下  流

7/18 浜田工事支部設置  (9/8 支部解散 )        

江の川
上  流

7/13 三次工事支部設置    (11/21 支部解散 )      

佐波川  
8/30 
山口工事  
 支部設置  

第 1 次取水制限 (9/1～ ) 
 
(上水 10%、工水 10%、農水 10%) 

第 2 次取水制限 (9/30～ ) 
 
(上水 20%工水 20%、農水 20%) 

[4/15 全面解除 ](4/15 支部解散 ) 
 
 

 
12/14 
太田川工事
支部設置  

  
[5/11 全面解除 ](5/11 支部解散 ) 

 
 

小瀬川     第 1 次取水制限 (12/19～ )(上水 5%、工水 30%)  第 5 次取水制限 (4/3～ )(上水 5%、工水 50%) 
第 2 次取水制限 (12/27～ )(上水 5%、工水 40%)  第 6 次取水制限 (4/18～ )(上水 5%、工水 40%)
第 3 次取水制限 (1/18～ )(上水 5%、工水 50%)   第 7 次取水制限 (4/24～ )(上水 5%、工水 30%)
第 4 次取水制限 (2/23～ )(上水 10%、工水 55%) 

太田川

7/14 
太田川工事  
 支部設置  
 
 
 

第 1 次取水制限 (7/19～ )(上水 10%、工水 20%、農水 20%) 
 [10/24 全面解除 ](11/24 支部部解散 ) 
第 2 次取水制限 (7/22～ ) (上水 20%、工水 40%、農水 40%) 
第 3 次取水制限 (8/19～ ) (上水 27%、工水 60%、農水 60%) 第 6 次取水制限 (9/9～ ) (上水 23%、工水 50%、農水 60%) 
第 4 次取水制限 (8/26～ ) (上水 23%、工水 50%、農水 60%) 第 7 次取水制限 (10/1～ ) (上水 20%、工水 40%、農水 40%) 
第 5 次取水制限 (9/6～ )  (上水 27%工水 60%農水 60%) 第 8 次取水制限 (10/14～ ) (上水 10%、工水 20%、農水 20%) 

芦田川

7/12 
福山工事  
 支部設置  
 
 
 

第 1 次取水制限 (7/7～ ) (工水 20%農水 20%) [5/3 全面解除 ](5/3 支部解散 ) 
 
第 2 次取水制限 (7/13～ ) (工水 35%、農水 20%) 第 6 次取水制限 (8/24～ )(上水 30%、工水 68%、農水 80%) 
第 3 次取水制限 (7/16～ ) (工水 35%、農水 50%) 第 7 次取水制限 (9/11～ )(上水 30%、工水 68%、農水 90%) 
第 4 次取水制限 (7/23～ ) (上水 20%、工水 54%、農水 60%) 第 8 次取水制限 (9/30～ )(上水 25%、工水 5%、農水 90%) 
第 5 次取水制限 (8/3～ )  (上水 30%、工水 57%、農水 70%) 

高梁川

7/1 
岡山河川  
 支部設置  
 
 

第 1 次取水制限 (7/26～ ) (上水 20%、工水 30%、農水 30%) 
 [10/21 一時解除 ] [1/20 全面解除 ](1/20 支部解散 ) 
第 2 次取水制限 (8/1～ )  (上水 20%、工水 30%、農水 80%) 
第 3 次取水制限 (8/3～ )  (上水 20%、工水 50%、農水 80%) 第 5 次取水制限 (8/20～ )(上水 50%、工水 70%、農水 90%) 
第 4 次取水制限 (8/9～ )  (上水 40%、工水 50%、農水 80%) 第 6 次取水制限 (10/7～ )(工水 30%、農水 50%) 

旭  川

7/15 
岡山河川  
 支部設置  
 

第 1 次取水制限 (8/17～ )(工水 30%、農水 50%) 
 [11/8 全面解除 ] 
 第 2 次取水制限 (8/22～ )(上水 20%、工水 30%、農水 50%)
 [9/30～一時解除 ] 

    

吉井川

7/15 
岡山河川  
 支部設置  
 
 

第 1 次取水制限 (7/19～ )  (上水 20%、工水 20%、農水 50%) 
  [1/20 全面解除 ](1/20 支部解散 ) 
第 2 次取水制限 (7/22～ )  (上水 20%、工水 20%、農水 70%) (7/27～ )(上水 20%、工水 20%、農水 50%) 
第 3 次取水制限 (8/11～ )  (上水 20%、工水 20%、農水 70%) (8/16～ )(上水 30%、工水 30%、農水 70%) [8/23～一時解除 ] 
 第 1 次取水制限 (8/27～ ) (上水 20%、工水 20%、農水 50%) [9/30 全面解除 ](1/20 支部解散 ) 

 
7/14 
中国地建渇水対策本部設置  

 
 

 
 

 
 

  
 5/11 

中国地建渇水対策本部解散  

別表－38 月

資料：渇水記録（平成６年）中国地方建設局 



 
 
 
 
 
 
 

表-5 平成 14 年渇水での取水制限状況 


